
 

 

 

 

 

自治体間調整問題調査特別委員会 

（中間）報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年11月 

 

 



 

 



 

 

 

 

自治体間調整問題調査特別委員会（中間）報告書 

 

令和５年 11 月 27 日 

 

岡山市議会議長 田 口 裕 士 様 

 

自治体間調整問題調査特別委員会 

委員長 三 木 亮 治 

 

 本委員会に付託されました調査事件について，調査状況を下記のとおり中間報告し

ます。 

 

 

記 

 
１ 調査事件 

 （１）岡山県建設事業費市町村負担金徴収条例に基づく負担金に関する調査 

 （２）都道府県事業等に係る都市負担金制度に関する調査 

 

２ 調査状況 

   別紙のとおり 



 



自治体間調整問題調査特別委員会（中間）報告書 

 

１ 構 成 

 

 委 員 長  三 木 亮 治 

 副委員長  長 岡 将 克 

 委  員  則 武 宣 弘 

   〃    林     潤 

   〃    宮 武   博 

   〃    川 本 浩一郎 

   〃    柳 井   弘 

   〃    松 本 好 厚 

   〃    川 上 智 美 

   〃    鬼 木 のぞみ 

   〃    小 林 寿 雄 

   

          

  

２ 調査に至った経過 

 

 都市計画事業を含む建設事業費は，地方財政法第 27条の規定により，県が市町村の意

見を聞いて受益の限度で市へ負担金を請求することができることとなっている。 

 岡山県の場合は，岡山県建設事業費市町村負担金徴収条例に基づき，本市で実施する都

市計画事業については一律に 50％の負担金を本市に請求していたが，他都市の類似事例と

比較して明らかに高率である等の問題があり，かねてから，本市議会の議会質問において

本問題を指摘してきた。 

こうした中，本市議会では，昨年 11 月に岡山県知事へ諸課題の解決を図るため，早急に

本市との協議を求める要望書を提出した。 

そして，昨年 12 月に，本市と岡山県との間で，令和５年度中に結論を得られるよう引き

続き協議を行うこと，また，令和５年度以降の支払いは当該結論に基づき行うこと等が合意

されたところであるが，市議会としても本件について検証する必要があると判断し，自治体

間調整問題調査特別委員会が令和５年５月臨時市議会で設置された。 
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３ 調 査 概 要 

 

○令和５年５月17日（第１回） 

 令和５年５月臨時市議会において本特別委員会が設置され，正・副委員長の互選を行っ

た。 

 

○令和５年７月26日（第２回） 

１ 岡山県建設事業費市町村負担金問題に係る経緯及び問題点について 

２ 自治体間調整問題調査特別委員会の今後の運営について 

  

会議の内容 

１ 岡山県建設事業費市町村負担金問題に係る経緯及び問題点について 

概要 

  当委員会の付議事件である調査案件に関して，負担金の経緯と問題点，根拠となる法令，

他の自治体の状況について都市整備局から説明を受けた。その概要は以下のとおりであ

る。 

   

 ○ 負担金制度の根拠となる法令について 

 １．地方財政法第27条 

   第１項に都道府県の行う土木その他の建設事業については当該建設事業による受益 

  の限度において，市町村に対し当該建設事業に要する経費の一部を負担させることが 

  できるとある。 

   また，第２項に市町村が負担すべき金額は，市町村の意見を聞き，都道府県の議会 

  の議決を経てこれを定めなければならないとある。 

 ２．岡山県建設事業費市町村負担金徴収条例 

   第１条は目的で，県が市町村から徴収する負担金に関し必要な事項を定めることを 

  目的としている。 

   第２条には，負担率は当該建設事業に要する経費から国庫支出金を控除した額を基 

  準として下表に掲げる率とするということで，都市計画事業については100分の50と 

  なっている。 

   また，第３条に利益を受ける市町村が負担すべき金額は，毎年度規定により算出し 

  た額を基準として算出し，市の意見を聞いて知事が定めるとある。 
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 ○ 他の自治体の状況について 

  １．各都道府県における都市公園事業の負担割合 

   条例等で一律に負担割合を定め負担金を徴収している県が８県あり，負担金を徴収  

していないまたは条例等で一律に負担割合を定めていないのが，他の39都道府県と  

なっている。 

 

  ２．岡山県内他市町村における負担割合 

   都市計画事業市町村別負担率表にまとめているが，50％，30％等あり，これは財政  

力指数で負担率を分けている。岡山市，倉敷市は50％の負担率となっている。 

  都市計画事業市町村別負担率表 

負担率 市町村名 

５０％ 岡山市  倉敷市  （２市） 

３０％ 

津山市  玉野市  笠岡市  井原市  総社市  高梁市 

新見市  備前市  瀬戸内市 赤磐市  真庭市  美作市 

浅口市                （１３市） 

２０％ 早島町  里町町  矢掛町  勝央町  （４町） 

１５％ 
和気町  新庄村  鏡野町  奈義町  西粟倉村 久米南町 

美咲町  吉備中央町        （８町村） 

 

 ○ 岡山市・岡山県の見解について 

  １．市……地方財政法の趣旨により条例で一律に負担率が定められていることは適当

ではない。事業内容を踏まえて市町村の受益の限度において負担率が定め

られる必要がある。 

    県……条例で一律に負担率を定めていることについて，地方財政法では負担率を

条例に定めることを排除しておらず，不適当とは言えない。 

  ２．市……39の都道府県では条例等に一律の負担率を定めておらず，８の県では   

条例等には定められているものの，その中で岡山県の50％は高い水準であ

る。 

    県……負担率50％については総合グラウンドの利用状況等により岡山市は一般的

利益を超える大きな利益を得ていると考えており，受益の限度を超えるも

のではないと認識している。負担率は他県との比較ではなく，受益に見合

うかどうかの観点からの検討が必要。 
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３．市……都市計画法において，都道府県は市町村が施行することが困難または不適

当な場合，その他特別な事情がある場合は都市計画事業を施行することが

できるとされており，岡山県総合グラウンドは岡山県によって設置・管理

されている施設で，その整備については本市の要請に基づいて実施されて

いるものではない。 

    県……都市計画事業については原則市町村が施行することとされており，その受

益の多くが該当する市町村にもたらされているため，負担割合は妥当であ

る。 

 

 ○ 経緯 

   昭和32年３月29日に岡山県建設事業費市町村負担金徴収条例が施行され，その時点  

では，都市計画公園として負担率100分の35となっている。 

   次に，平成２年４月１日にこの負担金条例を改正する条例が施行され，都市計画公  

園事業は都市計画事業に統合され，負担率も35％から50％に変更されている。 

   令和４年12月15日，建設事業費市町村負担金について市と県の間で合意している。 

   この合意の内容は，岡山県と岡山市は，市が県に対して見直しを求めている都市公園

事業に係る負担金に関し，令和５年度中に結論が得られるよう引き続き協議を行うも

のである。令和５年度以降の支払いについては，当該結論に基づき行い，令和４年度の

負担金については，市は県の請求に応じて支払うという内容である。 

   同日，建設事業費市町村負担金の納付承諾書を県へ提出している。 

   令和４年12月21日に土木関係建設事業に対する令和４年度分の市町村負担金につい  

て県議会で議決をしている。 

   令和５年４月以降，岡山市と岡山県が対面等により意見交換をしている。 

     

 【主な質問等】 

 委員 

  負担金の負担率に関する市と県の見解の違いについて合意するポイントは何なのか。 

 財政局長 

  今は双方の立場を述べ合っている段階であり，具体的なすり合わせの段階に入ってい

ない。 

  市としては，それぞれの事業の性格，例えば大規模な施設の新設の場合と施設の長寿命

化といった維持管理に近いものとでは市民に対する効果は違ってくるので，事業に応じ

て負担率は定められるものであり，どういうデータに基づき，どういう視点で率を決めて
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いくのか双方で協議しなければならないと考えている。 

 

 委員 

  事業ごとに負担率を変えることは，県条例に基づかなくても可能なのか。 

 財政局長 

  条例の規定によって算出した額を基準として，市町村の意見を聞いて知事が定めると

いうことなので，現状の50％を上限値としながら協議により定めることは可能なのでは

ないかと考えている。 

  しかし，県が条例により定めた率以外に適用できないと判断されるのであれば，そこは

条例改正が必要だ。 

 

 委員 

  市としては，負担率50％が高いと考えるのであれば，具体的に県の理解が得られるよう

な根拠を持っているのか。 

 都市整備局長 

  現時点では，こういう根拠でやればいいのではないかというものを持ち合わせている

わけではない。これからの協議の中で，受益とは何なのか，市として示す必要があると考

えている。 

  

 委員 

  本市の受益に対する解釈はどうなっているか。 

 都市整備局長 

  受益の有無については狭く限定的に解釈すべきであり，「都道府県の行う建設事業は通

常市町村にとって何らかの利益があるものだから，このような一般的利益はここでいう

受益には含まれないと解すべき」という逐条解説書の文言どおりの解釈をしている。 

  

 委員 

  50％という負担率は，本市が大きな利益を得ているので高くはないという県の見解に

ついて，何か明確な考えはあるのか。 

 都市整備局長 

  県が実施したアンケート調査等によると，岡山市民の利用者割合が高いので，本市は一

般的利益を超える大きな利益を得ており，50％の負担率は適切であると県は主張してい

る。 

 委員 

  受益を客観的にわかるような形で示していくことが大きなポイントとなる。客観的に
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受益の物差しをつくり，負担割合を考えていくべきだと考える。 

 

 委員 

  令和５年度以降の負担金徴収条例に該当する具体的な事業はあるのか。 

 都市整備局次長 

  今後数年間に渡り，県総合グラウンドにおいて様々な施設の老朽化に対応する事業が

予定されている。 

 

２ 自治体間調整問題調査特別委員会の今後の運営について                

概要 

 財政局長から，本年度分の支払いを本年度に行うためには２月補正予算で計上する必

要があるとの説明を受け，８月末頃までに委員会を開催し，他都市の状況についての調査

結果報告の中から必要と思われる都市への実地調査を経て，11月までに中間報告を検討

するための委員会を開催することとなった。 

 

 

○令和５年８月29日（第３回） 

１ 都道府県事業等に係る都市負担金制度に関する調査 

 （１）他自治体における都市公園建設事業費の市町村負担の現状について 

 

会議の内容 
１ 都道府県事業等に係る都市負担金制度に関する調査 
 （１）他自治体における都市公園建設事業費の市町村負担の現状について 

                 

概要 

  事務局担当書記から，岡山県を除く46都道府県に対し，令和元年から令和４年までの間

に都道府県実施の都市公園建設事業費の市町村負担金の徴収の有無その他事項に関する

書面による調査のうち，回答のあった40都道府県の結果の説明があった。その概要は以下

のとおりである。 

  ・８月24日現在で，40都道府県から回答があった。 

  ・回答のあった40都道府県全てで令和元年から令和４年において，何らかの都市公園 

   事業を実施していた。 

  ・議決や内規により一律に負担率を定め，負担を求めていたのは，三重県，島根県，山 

   口県，高知県の４県。 

  ・市町村との個別協議により負担率を定め，負担を求めていたのは，千葉県，新潟県， 

ｰ
 
6
 
ｰ



   石川県，奈良県，佐賀県の５県。 

  ・残りの31都道府県は負担を求めていなかった。 

 

【主な質疑】 

委員  

  個別協議で負担割合を決めた都道府県は，どういう根拠をもって負担割合を決定した

のか。 

 事務局担当書記 

  追加で調査する。 

 

委員  

  50％の負担割合を定めた県があるが，これは理由があるのか。 

 都市整備局長 

  一つは市立の公園の代替，もう一つは市から県へ移管されたもの，もう一つは市立の公

園と県立の公園を結ぶ横断連絡橋の整備であったなど，いずれも特別な事情があった。 

  

 委員 

  市町村に負担を求めず都市公園事業を実施した都道府県のうち，長寿命化計画に基づ

く施設もあるようだが，岡山県の場合はこれらも含んだことを求めてきているというこ

とか。 

 都市整備局長 

  そのとおり。長寿命化についても求めてきている自治体も一部あるが，多くの自治体が

求めていない。 

  

 委員 

 受益の解釈がポイントとなる。県が受益を利用者数で算出しているとのことだが，他

県の結果をみるとそのような解釈をとってないと考えられる。更なる追加調査をしても

らいたい。 

 

【今後の調査について】 

 ・今回のアンケート調査を基に視察都市を選定し，視察調査を行うこととし，視察先，

視察内容等については正副委員長に一任することとした。 
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 ・個別協議により負担を求めている県について，「受益」とは何か，また，負担率の根

拠は何か，もう少し踏み込んで調査をする。 

 ・千葉と，佐賀について負担率が 50％となっているが，他の事業の負担率の例について

追加調査を行う。 

 

○令和５年９月 20 日 

 令和５年８月 29 日開催の委員会に提出された「他自治体における都市公園建設事業

費の市町村負担の現状について」の資料について，調査を行った 46 都道府県から回答

があったため，議会事務局から修正・追加資料が送付された。その概要は以下のとお

り。 

 １ 調査の概要 

  ・本市議会事務局が各都道府県議会事務局を通じて，R1～R4 に実施した都市公園 

   事業についてアンケート調査を実施（令和５年８月実施） 

  ・調査票は岡山県を除く 46 都道府県に送付した。 

 ２ 回答の概要 

  ・８月 31 日現在で，全 46 都道府県から回答があった。 

  ・回答のあった 46都道府県全てで R1～R4 において，何らかの都市公園事業を 

   実施していた。 

  ・議決や内規により一律に負担率を定め，R1～R4 において市町村に負担を求めて 

   いたのは，三重県，島根県，山口県，愛媛県，高知県の５県であった。 

  ・R1～R4 において個別協議により負担率を定め，市町村に負担を求めていたの    

は，千葉県，新潟県，石川県，奈良県，佐賀県，大分県の６県であった。 

  ・今回の調査では，R1～R4 において都市公園事業を実施しているものの，市町村 

   に負担を求めていなかったのは 35都道府県であった。 

                     ※ 詳細な資料については巻末に添付 
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■視察報告 

○令和５年 10 月 31 日～11 月 1 日（行政視察） 

■視察日程 

 １ 令和５年 10 月 31 日（火） 午後２時～ 千葉市 

 ２ 令和５年 11 月 １日（水） 午後２時～ 名古屋市 

■調査項目 都市公園事業に係る市町村負担金について 

１ 千葉市（千葉県） 

（都市局公園緑地部公園管理課から説明） 

 千葉県立青葉の森公園スポーツプラザは，千葉市が要望し，千葉県が整備した施設であ

る。管理開始前に県と市で締結した協定に基づき増改築修繕に係る負担金を支出している

が，地方財政法 27条の県事業負担金ではない。 

 地方財政法 27 条に基づく千葉県の事業負担金は，千葉県市長会からの要望に対し，平

成 23年度から廃止されている。今後も慎重に県と協議を重ね，整備を進めて行く。 

【主な内容】 

 ・負担割合等に関する考え方や基準について，記録が残っていないため不明。 

 ・負担金については，条例化はしておらず，協定書の中で決めている。 

 ・施設の予約や利用料から，千葉市民の利用割合が大きいことを確認している。 

 ・受益について，県と市で具体的な協議はしていないが，必要に応じて協議を行う。 

 

２ 名古屋市（愛知県） 

（緑政土木局緑地部緑地事業課から説明） 

 国営木曽三川公園の整備に対する負担割合について，愛知県と名古屋市は協議を継続し

ているが，県は割合を変える理由はないとの考えである。 

 市民利用の多い施設であり,利用価値が高く，負担する意義はあると考えているが，負

担割合の根拠法令が都市公園法以外はないため，４分の１の負担が続いている。 

【主な内容】 

 ・岐阜県，三重県内の市町村負担はなく，愛知県内においても名古屋市のみ負担。 

 ・当初の負担率４分の１がどのようにして決定されたのか不明。 

 ・市民に限らず広域の住民等の利用が見込まれる施設を県と市で負担する場合，都度， 

  協議をし，負担割合を先に決めるケースがほとんどであると考えている。 
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○令和５年11月16日（第４回） 

 

１ 都道府県事業等に係る都市負担金制度に関する調査 

(1) 他自治体における都市公園建設事業費の市町村負担の現状について 

 (2) 今後の方針について 

 

 

会議の内容 
１ 都道府県事業等に係る都市負担金制度に関する調査 

 (1) 他自治体における都市公園建設事業費の市町村負担の現状について 

  

概要 

  事務局担当書記から，岡山県を除く46都道府県に対し，令和元年から令和４年までの間

に都道府県実施の都市公園建設事業費の市町村負担金の徴収の有無等に関する調査につ

いて，８月29日時点で未回答であった自治体及び追加調査を実施した自治体からの回答

結果の説明があった。その概要は以下のとおりである。 

  ・一律で負担金を請求する規定があるのは，岡山県，愛媛県，島根県，高知県，長崎県，   

岩手県，三重県，山口県の８県。愛媛県は条例に基づき請求しており，また，長崎県，   

岩手県は，新設のみ請求の対象としている。 

  ・県と市町村との個別協議により負担金を請求しているのは，千葉県，新潟県，石川県，

奈良県，佐賀県，大分県の６県。 

 

【主な質疑】 

委員 

前回の委員会以降，岡山県との協議状況はいかがか。 

都市整備局長 

調査結果は岡山県にも共有しており，県・市共に今年度中に本件に対する結論が出るよ

う，スピードを上げて協議が必要との認識を持っている。 

 

  (2) 今後の方針について 

概要 

  事務局担当書記から，本委員会としての中間報告案について説明があった。 

  中間報告をすべきかどうか，さらにはこの中間報告案の内容，また，岡山県への意見書

等の提出など今後の対応について，各会派で意見を取りまとめ，再度協議することになっ

た。 
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○令和５年11月22日（第５回） 

 

１ 都道府県事業等に係る都市負担金制度に関する調査 

(1) 今後の方針について 

 

会議の内容 
１ 都道府県事業等に係る都市負担金制度に関する調査 

 (1) 今後の方針について 

  

概要 

  前回の委員会で会派持ち帰りとなっていた，当特別委員会として中間報告をすべきか

どうか，さらには中間報告案の内容，また，岡山県への意見書等の提出など今後の対応に

ついて，各会派の意見を聴取し協議を行った。 

  まず，本委員会として中間報告を行うことについては，全会派一致で賛成であったため，

本委員会として中間報告を行うことを決定した。 

  次に，中間報告案のまとめ部分を中心に各会派の意見聴取を行った。 

  このまとめ部分に対し、岡山県の財政状況について，「総務省のデータでは，「財政力

指数」は全都道府県の平均値以上であり，また，健全化判断比率の指標の一つである「将

来負担比率」は平均より若干高い数値にとどまることから，他県と比較して特別に悪いと

いう事実はない」という文言を追加したらどうかとの修正案が出され，協議を行った。 

  その結果，制度そのものの立て付けがおかしいということを主張していくべきで，財政

状況の善し悪しに連動させた議論はするべきではないとの意見等が出され，最終的に原

案のとおりとすることで決定した。 

  最後に，岡山県への意見書等の提出について協議した結果，提出することについて全出

席委員一致で賛同が得られた。 

 

【主な質疑】 

 委員 

  岡山県との協議が整わなかったときの対応は。 

 都市整備局長 

  令和４年12月15日付で，岡山県知事と岡山市長の合意文書が交わされている。 

  これを受けて協議を進めており，今年度中に結論が出るようにしたい。 

  しかし，令和５年度以降の支払いは，当該結論に基づき行うこととなっているので，今

年度中に結論が得られなかった場合は，支払うことにはならないと考えている。 
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中間報告（まとめ） 

 

 

 

 これまで本委員会が行ってきた岡山県建設事業費市町村負担金（都市公園事業）に関

する調査を踏まえ、今後、岡山県が今年度の負担金について岡山県議会に諮るに先立っ

て、本市と岡山県の協議をより適切なものとしていくため、ここに本委員会としての中

間報告を行う。 

 現在の本市と岡山県の協議の状況については、合意に向けた大きな進展はないとのこ

とであるが、今後の協議に当たっては本報告の趣旨を踏まえた協議を行い、早急に合意

すべきものと考えられる。特に、岡山県においては、昨年の本市との合意を踏まえ、今

年度中に結論を得られるよう誠心誠意対応すべきである。 

 

 

○岡山県は、事業内容にかかわらず条例で一律の負担を求めるのではなく、個々の事業

ごとに、その受益の程度について市と県で協議を行ったうえで負担割合を定めるべき

であり、負担割合を定めるに当たっては、他の都道府県と同程度の適正な水準とすべ

きである。 

 

岡山県は負担割合を「事業ごとに定めていないこと」を見直し、事業ごとにその受益

の程度に応じた負担割合とすべきである。 

 例えば、同じ都市公園に係る建設事業費であっても、その内容や、新築・改修の別に

よって受益の程度も一定ではないことに伴い、当然、負担割合も一定ではないことが想

定されるが、岡山県は条例で一律に負担割合を定めていることから、事情を鑑みて臨機

応変に対応することができない状態となっており問題がある。 

 また、岡山県を除く46都道府県においては、議決や内規等で一律に負担割合を定めて

いたのは７団体に止まり、負担割合はいずれも8％から20％と岡山県と比較して低い割合

であり、岡山県の50％の負担割合は過大である。負担割合を定めるに当たっては、他の

都道府県の状況も考え合わせ、適正な水準に見直すべきである。 

 なお、負担の限度となる「受益」について、岡山県は、岡山県総合グラウンドに係る

建設事業では、岡山市民の利用者数が多いことから、本市は多くの受益を得ており、50

％の負担割合は受益の上限を超えるものではないと主張しているが、適切ではない。当

該建設事業が行われた市町村の住民の利用者数は当然多くなることが想定されるが、地

方財政法の逐条解説によると、このような通常想定される一般的な利益はここでいう受
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益に当たらないと解されていることから、市に負担させることができるのは、当該市民

の一般的利用の他に、当該市に何らかの特別な利益が生ずる場合に限られるものと考え

るべきである。したがって、利用者数を受益の根拠とする岡山県の主張は受け入れられ

ない。 

 そもそも、岡山市民は県民税を納める岡山県民でもあることから、日常的な利用を特

別な利益であると解釈すべき根拠はなく、ここでいう受益には当たらないと考える。 

  

「受益の有無は狭く限定的に解釈すべきである。都道府県の行う建設事業は、通常市町村にと

って何らかの利益があるものであり、このような一般的利益は、ここでいう受益には含まれな

いと解すべきである。」（出典：「新版地方財政法逐条解説」石原信雄・二橋正弘著） 

 

 

○岡山県は、維持管理的な要素の強い長寿命化対策事業など改築に係る負担を廃止すべ

きである。 

 

現在実施している事業は、自動火災報知器や園内外灯照明の更新など施設の維持管理 

の性質が強く、本来、都市計画事業として負担を求めるような事業ではないのではないか。 

なお、岡山県総合グラウンドは、都市計画法で「都道府県は、市町村が施行すること

が困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、国土交通大臣の認可 

を受けて、都市計画事業を施行することができる。」との規定に基づいて岡山県が主体的 

に設置・管理されている都市公園であり、本市の要請に基づき設置された施設ではない。 

 

 

○岡山県は、負担金を求めるに当たり、その根拠や妥当性について、透明性の高い情報

提供を行うとともに、市との事前協議の仕組みを設けるべきである。 

  

負担金を請求する側である岡山県から、納得のいく受益及び負担割合を客観的に示す

根拠の提示がないままでは、今後、県建設事業負担金に係る予算を議決するに当たり、

市議会としても市民への説明責任を果たすことは非常に困難と言わざるを得ない。 

 当該負担金の問題について、岡山県はその根拠を明確にし、我々市議会、ひいては市

民が納得できるものとするべきである。 
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補助 単独 新設 改築

1 岡山県 〇 〇 〇 〇 あり
補助50%
単独50%

2 愛媛県 〇 〇 〇 〇 あり
補助16%
単独 8%

3 島根県 〇 〇 〇 あり 補助20%

4 高知県 〇 〇 〇 あり 補助14%

5 長崎県 〇 〇 〇 なし
補助10%
単独50%

・新設事業未実施のため、R1～R4年度請求実績
なし

6 岩手県 〇 〇 〇 なし
補助15%
単独15%

・新設事業未実施のため、R1～R4年度請求実績
なし

7 三重県 〇 〇 あり 補助20%

8 山口県 〇 〇 〇 〇 あり
補助20%
単独10%

9 千葉県 〇 〇 〇 〇 あり
補助50%
単独50%

・青葉の森公園（千葉市）
・区画整理事業により廃止された市立公園の機
能を隣接する県立公園に代替整備した施設

10 新潟県 〇 〇 〇 あり

スポーツ公園
補助25%、単独25%
スポーツ公園以外
補助50%、単独25%

・鳥屋野潟公園（新潟市）
・整備前に県と市で協議

11 石川県 〇 〇 〇 〇 あり
補助50%
単独50%

・松任海浜公園（白山市）
・県と市の連携による事業

12 奈良県 〇 〇 あり 補助33%
・奈良公園［鹿苑］（奈良市）
・県：市：地権者＝3:2:1

13 佐賀県 〇 〇 〇 〇 あり
補助50%
単独50%

・佐賀城公園
・市から県への移管時に協議

14 大分県 〇 〇 〇 〇 あり
補助50%・25%
単独50%・25%

・大分市内の３公園が負担金の対象
・公園毎、整備前に県と市で協定書を交わして
いる
・負担割合は、公園毎に異なる

※上記以外の33都道府県には、負担を求める規定がなく、R1～R4年度に請求実績はない。

内規

個別協議

他自治体における都市公園建設事業費の市町村負担の現状について（まとめ）
（令和５年８月に岡山市議会事務局が実施したアンケート調査による）

番号 負担の根拠 県名

負担金の対象事業 R1～R4年度
負担金

請求実績

地方負担分に
対する負担割合

特記事項

条例

議決
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1 調査の概要

・調査票は岡山県を除く46都道府県に送付した。

2 回答の概要

・8月31日現在で、全46都道府県から回答があった。

他自治体における都市公園建設事業費の市町村負担の現状について

・岡山市議会に自治体間調整問題調査特別委員会が設置されたことを受け、議会事務局が各都道
府県議会事務局を通じて、R1～R4に実施した都市公園事業についてアンケート調査を令和５年８
月に実施。

・条例により一律に負担率を定め、議会の議決を経て、R1～R4において市町村に負担を求めてい
たのは、愛媛県の1県であった。

・内規等により一律に負担率を定め、議会の議決を経て、R1～R4において市町村に負担を求めて
いたのは、三重県、島根県、山口県、高知県の4県であった。

・R1～R4において個別協議により負担率を定め、市町村に負担を求めていたのは、千葉県、新潟
県、石川県、奈良県、佐賀県、大分県の6県であった。
（新潟県、奈良県、佐賀県は議決あり、千葉県、石川県、大分県は議決を経ていなかった）

・回答のあった46都道府県すべてでR1～R4において、何らかの都市公園事業を実施していた。

・R1～R4において都市公園事業を実施しているものの、市町村に負担を求めていなかったのは35
都道府県であった。
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＜表１＞市町村に負担を求めて実施した都市公園事業（Ｒ１～Ｒ４）

1 千葉県
青葉の森公園
（千葉市）

陸上競技場
音響設備更新
ウレタン舗装
改修

個別協議 50%

区画整理事業により廃止された
市立公園の機能を隣接する県立
公園に代替整備した施設

事件議決を経ていない

スポーツ公園

補助事業25%
単独事業25%

スポーツ公園
以外
補助事業50%
単独事業25%

3 石川県
松任海浜公園
（白山市）

横断連絡橋の
補修

個別協議 50%
県と市の連携による事業

事件議決を経ていない

4 三重県
北勢中央公園
（四日市市、いな
べ市、菰野町）

用地買収、新
設整備

内規 20%
事件議決も経ている

新設のみ（補助のみ）

5 奈良県
奈良公園
（奈良市）

鹿苑の改修 個別協議 33%

地方負担分を県３：市２：地権
者１で負担

事件議決も経ている

浜山公園
（出雲市）

陸上競技場、
野球場の改築
等

石見海浜公園
（浜田市・江津
市）

長寿命化事業

万葉公園
（益田市）

長寿命化事業

維新百年記念公園
（山口市）

陸上競技場の
トラック舗装
改修等

亀山公園
（山口市）

法面対策

山口きらら博記念
公園
（山口市）

機械設備等更
新工事など

片添ヶ浜海浜公園
（周防大島町）

駐車場整備な
ど

萩ウェルネスパー
ク
（萩市）

遊具更新など

2 新潟県

公園名
（所在市町村）

事業内容
負担割合
の根拠

地方負担分に
対する市町村
の負担割合

特記事項

20%
議決により率のみ決定

新設・改築両方（補助のみ）

事件議決も経ている

新設・改築両方が対象

6 島根県

補助事業20%
単独事業10%

議決

7 内規

新設 個別協議

公園の事業内容、市町村の財政
力や受益等を総合的に判断した
上で市町村と協議により決定

新設のみ

事件議決も経ている

鳥屋野潟公園
（新潟市）

山口県
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8 愛媛県

第３号南予レクリ
エーション都市公
園
（愛南町）

多目的（防
災）広場の整
備

条例 単独事業8%

実績は単独事業のみ

条例では、新設・改築両方が対
象

補助事業16% 単独事業8%

事件議決も経ている

春野総合運動公園
（高知市）

テニスコート
人工芝張替等

五台山公園
（高知市）

園路・照明等
の改修設計

鏡川緑地
（高知市）

長寿命化計画
策定

種崎千松公園
（高知市）

長寿命化計画
策定

室戸広域公園
（室戸市）

遊具の改修等

土佐西南大規模公
園
（四万十市、黒潮
町）

遊具・トイレ
改修等

野市総合公園
（香南市）

園路舗装等

高知空港緑の広場
（南国市）

テニスコート
舗装改修等

鏡野公園
（香美市）

転落防護柵改
修等

安芸広域公園
（安芸市）

長寿命化計画
策定

10 佐賀県
佐賀城公園
（佐賀市）

濠復元、園路
広場整備等

個別協議 50%

佐賀城公園は、佐賀市から佐賀
県に移管された公園

事件議決も経ている

大分スポーツ公園
（ドーム外）
（大分市）

テニスコート
休憩所屋根設
置等

25%

高尾山自然公園
（大分市）

キャンプ場ふ
とんかご設置
等

50%

事業内容

11 大分県

特記事項

議決により率のみ決定

新設・改築両方（補助のみ）
14%

個別協議

9

新設整備・改築等

公園毎に協定書を締結

事件議決を経ていない

高知県 議決

公園名
（所在市町村）

負担割合
の根拠

地方負担分に
対する市町村
の負担割合
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＜表２＞市町村に負担を求めず実施した都市公園事業（Ｒ１～Ｒ４）

所在市町
村名

事業種別 整備の概要

札幌市 改築等 公園施設長寿命化対策等

砂川市 改築等 公園施設長寿命化対策等

江別市 改築等 公園施設長寿命化対策等

青森市 新設整備
陸上競技場、補助競技場等の整
備

青森市 新設整備 水泳場の整備

利府町 改築等
遊具、休憩施設（四阿等）、園
路修繕等

東松島市 新設整備
遊具、休憩施設（四阿等）整備
等

石巻市 新設整備
敷地造成、液状化対策、護岸、
園路整備等

秋田市 改築等 トレーニングセンター屋根改築

北秋田市 改築等 遊具更新

秋田市 改築等 テニスコート改築

天童市 改築等
消火設備、駐輪場更新、陸上ト
ラック等

中山町 改築等 ポンプ設備、野球場観客席等

山形市 改築等
電気、ポンプ設備、遊具、木
橋、展望台更新

福島市 改築等 空調設備の更新等

郡山市 改築等 園路舗装改修等

会津若松
市

改築等 ベンチ更新等

水戸市 新設整備 駐車場整備等

取手市 新設整備 用地買収、広場整備等

つくば市 改築等 照明灯改修等

山形県

ほか7公園

福島県

ほか3公園

茨城県

ほか13公園

北海道

ほか8公園

青森県

宮城県

ほか3公園

秋田県

西蔵王公園

あづま総合運動公園

洞峰公園

公園名

宮城県総合運動公園

北欧の森公園

小泉潟公園

矢本海浜緑地

石巻南浜津波復興祈念公園

逢瀬公園

会津レクリエーション公園

中央公園

偕楽園公園

北浦川緑地

中山公園

県総合運動公園

岩手県 内訳不明

真駒内公園

北海道子どもの国

野幌総合運動公園

新青森県総合運動公園

新青森県総合運動公園
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所在市町
村名

事業種別 整備の概要

宇都宮市 改築等 長寿命化計画に基づく施設更新

那須塩原
市

改築等 長寿命化計画に基づく施設更新

日光市 改築等 長寿命化計画に基づく施設更新

前橋市ほ
か

改築等 各公園施設の設備更新等

戸田市 改築等 桟橋整備。舗装改修

さいたま
市

改築等 観客席ほか改修

和光市 新設整備 倉庫新築

富山市 改築等
陸上競技場改修、園路舗装更新
等

富山市 改築等 テニスコート防球ネット改修等

富山市 改築等
サッカー・ラグビー場芝生改修
等

あわら市 改築等 多目的グラウンド改修等

大野市 改築等 複合遊具更新等

小浜市 改築等 複合遊具更新等

身延町 改築等 園内の照明設備の改修

富士吉田
市

改築等 野球場フェンスの改修

甲府市 用地買収 用地買収

飯田市 改築等 野球場の照明更新等

安曇野市 改築等 遊歩道の更新等

長野市 改築等 駐車場の舗装更新等

富山県空港スポーツ緑地

富山県岩瀬スポーツ公園

富山県

ほか5公園

東京都 内訳不明

神奈川県 内訳不明

戸田公園

栃木県総合運動公園

群馬県

栃木県

ほか6公園

埼玉スタジアム2002公園

和光樹林公園

富士川クラフトパーク

富士北麓公園

舞鶴城公園

埼玉県

ほか23公園

山梨県

ほか7公園

若里公園

長野県

ほか2公園

飯田運動公園

烏川渓谷緑地

福井県

ほか1公園

トリムパークかなづ

奥越ふれあい公園

若狭総合公園

日光田母沢御用邸記念公園

富山県総合運動公園

敷島公園ほか

公園名

那須野が原公園
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所在市町
村名

事業種別 整備の概要

美濃加茂
市

改築等 汚水貯留槽改修　ほか

関市 改築等 トイレ更新　ほか

各務原市 改築等 駐車場改修　ほか

袋井市 改築等 冷温水発生器更新工事

静岡市 改築等
屋内水泳場天井塗装・排煙装置
修繕工事等

浜松市 改築等 屋根防水修繕工事等

碧南市ほ
か

用地買収 公園区域拡大のための用地買収

碧南市ほ
か

新設整備
供用区域拡大のための園路広場
整備ほか

名古屋市
他

改築等 トイレ改築ほか

彦根市 新設整備
陸上競技場、同補助グラウンド
の整備

大津市ほ
か

改築等 四阿の改築ほか

大津市 改築等 遊具の改修ほか

宇治市 改築等
受変電設備更新・陸上競技場の
人工芝化

京都市 改築等 トイレ改築・園路改修

城陽市 新設整備 園路橋・場内雨水排水設計

神戸市 改築等 老朽施設の改修・更新

明石市 改築等 老朽施設の改修・更新

三木市 改築等 老朽施設の改修・更新

和歌山市 改築等 遊具改修、照明灯改修ほか

和歌山市 改築等
陸上競技場のトラック舗装改修
ほか

和歌山市 改築等 遊具改修、照明灯改修ほか

各務原公園

小笠山総合運動公園

草薙総合運動場

浜名湖ガーデンパーク

油ヶ淵水辺公園ほか

和歌山県

公園名

滋賀県

ほか4公園

静岡県

ほか1公園

愛知県

大高緑地ほか

彦根総合スポーツ公園

湖岸緑地

春日山公園

ぎふ清流里山公園

岐阜県百年公園

岐阜県

ほか3公園

油ヶ淵水辺公園ほか

京都府

ほか4公園

大阪府 内訳不明

舞子公園

明石公園

三木総合防災公園

山城総合運動公園

鴨川公園

木津川運動公園

兵庫県

ほか10公園

和歌公園

紀三井寺公園

河西公園
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所在市町
村名

事業種別 整備の概要

鳥取市 改築等
陸上競技場のトラック舗装改修
等

湯梨浜町 改築等 公園遊具の更新等

三次市 改築等
施設の長寿命化対策、バリアフ
リー化等

尾道市 改築等
施設の長寿命化対策、バリアフ
リー化等

世羅町 改築等
施設の長寿命化対策、バリアフ
リー化等

福岡市 改築等 機械設備改修

北九州市 改築等 園路舗装改修

飯塚市 改築等 照明施設改修

諫早市 改築等 遊技施設、運動施設等の更新

佐世保市
他

改築等 遊技施設、運動施設等の更新

平戸市 改築等 便益施設の更新

宮崎市 改築等 公園施設全般の改修等

宮崎市 改築等 公園施設全般の改修等

宮崎市 改築等 公園施設全般の改修等

鹿児島市 改築等
浄化槽改修，展望台のリニュー
アル

鹿児島市 改築等 水の流れ補修

鹿屋市、
肝付町

改築等 アリーナLEDへ交換

沖縄市、
北中城村

新設整備 園路広場、駐車場の整備等

宮古島市 用地買収 用地買収

名護市 改築等
長寿命化計画に基づく老朽化施
設の改修

大濠公園

中央公園

布勢総合運動公園

東郷湖羽合臨海公園

公園名

徳島県 内訳不明

香川県

広島県

福岡県

ほか6公園

宮崎県

長崎県

ほか2公園

総合運動公園

西海橋公園

平戸公園

内訳不明

沖縄県総合運動公園

鹿児島県

ほか3公園 大隅広域公園

熊本県 内訳不明

沖縄県

ほか7公園

鳥取県

石橋記念公園

宮古広域公園

名護中央公園

筑豊緑地

宮崎県総合運動公園

平和台公園

阿波岐原森林公園

吉野公園

みよし公園

びんご運動公園

せら県民公園
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